
　

通達・質疑・行政指導等

Ｉ

　

Ｓ４０．５，６目消丙予発第８６号質疑
「球形高張力特鋼板製タンクを利用した危険物貯蔵所」

２

　

Ｓ５１．４．１５ 消防予第５１号質疑

「危険物屋外貯蔵タンク上蓋の構造」

　

ｒ－－－
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；

… ステンレス鋼板製タンク等特殊鋼板を利用した場合の厚さは、次の計算式により算１

１出された数値 （小数点２位以下の数値は切り上げる。） 以上で、 かつ、２．８ ｍｍ以上の…

…ものとすること。 ただし、 圧力タンクを除く。
… ３ …

　　　 　 　
…ｔ：使用する鋼板の厚さ （ｍｍ）

１ぴ：使用する鋼板の引張強さ （Ｎ／ｍ計）
…Ａ：使用する鋼板の伸び （％）

３ Ｓ５２．３．３０ 消防危第５６号通達

「圧力タンク」 とは、 最大常用圧力が正圧又は負圧で水柱５ｋｐａを超えるものをいう。

　

１資産－タジクゐ末崖試験濠ー当該タジーグ負庄あ絶対値むごネ謡テー葛尾万のーｉ：ｇ宿あ未庄ー瀞
：タンクに加えて行うことができる。

４ Ｓ５７．１．１９ 消防危第１０号通達

「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」

・水圧試験の圧力の加圧時間

（１） 高圧ガス保安法第２０条の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧

力タンク （則第２０条の５の２第１号） １０分間以上２０分間以下

（２） 労働安全衛生法施行令第１２条第２号、 同令第１３条第８号又は第２４号に掲げる機械

等である圧力タンク （則第２０の５の２第２号又は第３号） ３０分間以上

５ Ｈ９．４．１ 消防危第４２号通達

「高圧ガス保安法施行令附則第５条及び第８条による危険物の規制に関する政令等の－

部改正について」

・液体危険物タンクの水圧試験の特例

・屋外貯蔵タンク等の構造に係る技術上の基準 （水圧試験に係る部分に限る） の特例

… タンク部材の鋼板は、ＪＩＳ公差板を使用して差し支えない。

●

　

耐震・耐風圧構造

危政 令 １１‐１－５

屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができ

る構造とするとともに、 その支柱は、 鉄筋コンクリー ト造、 鉄骨コンクリート造その他こ

れらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
規則・関連政令等

０則 ２１‐１（屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造）

地震又は風圧に耐えることができる構造 （特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。）

は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られ

１０
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た点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
０ 則

　

２１－２

前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、 告示で定める。
○告

　

４の２３（地震動による慣性力及び風荷重の計算方法）

１ 地震動による慣性力は、タンクの自重と当該タンクに貯蔵する危険物の重量との和に

設計水平震度を乗じて求めること。 この場合において、 設計水平震度は、 次の式によるも

の と す る。

　

ｋ ｈ’，は、 設計水平震度

ｋ ｈ’
・＝０．１５γ．・ γ２

γ・は、
地 域 別 補 正 係 数

γ２は、
地 盤 別 補 正 係 数

２

　

風荷重は、 第４条の１９第１項に定めるところによること。

①１ボ当たりの風荷重は、 次の式によること。

　

棚総州Ｆ 蹟：鰯裂瑠膨参ぜぁ場合撫，川鰯
ンク 以 外 の タ ンク の 場 合 は １．０）

ｈ は、 地盤 面 か らの 高 さ （単位 ｍ‐）

②前号の規定にかかわらず、 海岸、河岸、 山上等強風を受けるおそれのある場所に設置

するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが ２５ｍ以上のものに係る風荷重の値

は、 １ ボ につ き ２．０５ｋＮ‐、 円筒形タンク以外のタンクで地盤面からの高さが２５ｍ以上の

ものに係る風荷重の値は、 １１ｄにつき２．９４ｋＮ とすること。

通達・質疑・行政指導等

Ｉ Ｓ３５．７．６目消乙予発第 ２号質疑

「堅固な地盤又は基礎の上への固定」

２ Ｓ４６．１．５消防予第 ２号質疑

「タンク支持の耐火構造について」

１ 地震動による慣性力及び風圧力に対するタンク本体の安全性の検討は、転倒と滑１

１動の可能性について行うこと。

１ 支柱高さｌｍ以上については、 耐火措置を講ずること。（高引火点は除く） －

１ 別添資料９参照

… 原則として、 屋外貯蔵タンクに係る歩廊橋は認められない。

３ Ｈ８．１０．１５ 消防危第１２５ 号通達
「既設の屋外貯蔵タンクの歩廊橋の耐震対策に係る運用について」

４ Ｒ４．３．３０ 消防危第６３号通達

「小規模屋外貯蔵タンクの津波・水害対策について」

＊技術基準として法令に定めがあるものではない。

全性

支柱高さ

既設の屋外貯蔵タンクの歩廊

１１



資料９

耐火措置の必要性の有無について

１

　

鞍型

　

座屈しにくい構造となっているため不要である。

ｌｍ以上 腐食しやすいため、 耐火措置

を行う場合は、溶接線を外し
た方が望ましい

コンクリート等架台

２ ボックス 型

柱及び梁は必要であるが、プ

レスについては不要である。

３ 支柱型

架台の付け根までの距離と
し、 そこまでの耐火措置が

必要である。

／
ボックス

ｌｍ以上

４ スカート型

円筒支柱のため座屈しにく

い構造のため不要である。

．
・
、
、、、、ｒ一′

′′
′
′

ｌｍ 以上

５

　

矢倉型

柱及び梁は必要であるが、 プレスについては不要である。

ストラクチャー

　

ＩＦ

２Ｆ

ｌｍ 以上 以上

ｌｍ以上
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消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備 等

の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに 点検

の結果についての報告書の様式を定める件 
(平成１６年５月３１日) 

(消防庁告示第９号) 

改正 平成１８年７月 ３日消防庁告示第３２号 

同 ２１年２月２６日同    第 ２号 

同 ２１年９月１５日同    第１８号 

同 ２２年２月 ５日同    第 ４号 

同 ２６年４月１４日同    第１４号 

同 ３０年３月２９日同    第 ６号 

同 ３１年４月１８日同    第 ６号 

令和２年１２月２５日同    第１９号 
 

 

 

消防法施行規則(昭和３６年自治省令第６号)第３１条の６第１項及び第４項の規定に基

づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点

検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を次のとおり定める。 

第１ 用語の定義 

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

１ 点検 消防用設備等にあっては消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」とい

う。)第１７条第１項の技術上の基準に、特殊消防用設備等にあっては同条第３項の設

備等設置維持計画に適合しているかどうかを確認することをいう。 

２ 消防用設備等の種類等 消防用設備等(非常電源、配線及び総合操作盤の部分を除く。) 

の種類及び非常電源の種別並びに配線及び総合操作盤の別をいう。 

３ 消防用設備等の機器 消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配管等の機器

をいう。 

第２ 点検の内容及び点検の方法 

点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあって

は、法第１７条第３項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。 

１ 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準

に従い確認すること。 

(１) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプ

の正常な作動 

(２) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別で

きる事項 

(３) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 

２ 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使

用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、 
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別に告示で定める基準に従い確認すること。

第３ 点検の期間 

点検の期間は、次の表の上欄（左欄）に掲げる消防用設備等の種類等並びに同表中欄に

掲げる点検の内容及び方法に応じ、同表下欄（右欄）に掲げるとおりとする。ただし、特

殊消防用設備等にあっては、法第１７条第３項に規定する設備等設置維持計画に定める期

間によるものとする。 

 
 

消防用設備等の種類等 
 

点検の内容及び方法 
 

点検の期間 

 

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導

灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連

結散水設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常

コンセント設備 

 

 
機器点検 

 

 
６月 

 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設

備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化

物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力

消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災

警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、

避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部

分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、

パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラ

ー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動

火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅

用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、

加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設

備並びに特定駐車場用泡消火設備 

 

 

 

機器点検 

 

 

 

６月 

 

 

 

総合点検 

 

 

 

１年 

配線 総合点検 １年 

第４ 点検の結果についての報告書の様式 

点検の結果の報告は、別記様式第１の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告に、 

消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類等に応じ、別に告示又は設備等設置維持計画で定 

める点検票を添付して行うものとする。ただし、消防用設備等のうち、消防長又は消防署長

が適当と認める場合にあっては、別記様式第２の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果  

総括表及び別記様式第３の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表を添付することを

もって足りるものとする。 



別記様式第１ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 

年   月   日  

 消防長（消防署長）（市町村長） 殿 

届 出 者                    

住  所                   

氏  名                  

電話番号                   

  

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 

17条の３の３の規定に基づき報告します。 

記 

防

火

対

象

物 

所 在 地  

名 称  

用 途  

規 模 地上    階  地下    階  延べ面積        ｍ2 

消防用設備等（特殊消
防用設備等）の種類等 

 

※受 付 欄 ※経  過  欄 ※備    考 

   

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様

式第３に記入し、添付すること。 

   ３ 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。 

   ４ ※印欄は、記入しないこと。 



別記様式第２ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 

（その１） 

名 称  
防 火 

管 理 者 
 

所 在 地  
点検実施

責 任 者 
 

点検種別 
機器点検・総合点検・（設
備等設置維持計画による
点検） 

点検年月日      年 月 日～    年 月 日 

設 備 名 

点 検 結 果 

措 置 内 容 立  会  者 

判 定 不良内容 

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入

すること。 

   ３ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第２ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 

（その２） 

設  備  名 

点 検 結 果 

措 置 内 容 立  会  者 

判 定 不良内容 

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入

すること。 

   ３ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第３ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表 

点     検     者 設 備 名 

住 所  氏 名  

 

社 名  電話番号  

資格 消防設備士 

種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 講習受講年月 

甲 種 特 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 １ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ２ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ３ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ４ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ５ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ６ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ７ 類     年  月  日       年  月 

備 考  

資格 消防設備点検資格者 

種類等 交付年月日 交付番号 有効期限 

特 種     年  月  日      年  月  日 

第 １ 種     年  月  日      年  月  日 

第 ２ 種     年  月  日      年  月  日 

 

点     検     者 設 備 名 

住 所  氏 名  

 

社 名  電話番号  

資格 消防設備士 

種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 講習受講年月 

甲 種 特 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 １ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ２ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ３ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ４ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ５ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ６ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ７ 類     年  月  日       年  月 

備 考  

資格 消防設備点検資格者 

種類等 交付年月日 交付番号 有効期限 

特 種     年  月  日      年  月  日 

第 １ 種     年  月  日      年  月  日 

第 ２ 種     年  月  日      年  月  日 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属す

る場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。 

   ３ 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の

講習受講年月、有効期限を記載すること。 

   ４ 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第３条に規定

する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第１項に規定する第一種電気主任技術

者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番

号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。） 



附 則 

１ この告示は、平成１６年６月１日から施行する。 

２ 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検

の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書を定める件(昭和５０年消防

庁告示第３号)は、廃止する。 

３ この告示の施行の際現に存する消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類

及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告

書の様式を定める件別記様式第１、第２及び第３は、この告示の別記様式第１、第２

及び第３かかわらず、平成１７年５月３１日までの間は、これを使用することができ

る。 

附 則 (平成１８年７月３日消防庁告示第３２号) 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 (平成２１年２月２６日消防庁告示第２号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２１年９月１５日消防庁告示第１８号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２２年２月５日消防庁告示第４号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２６年４月１４日消防庁告示第１４号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成３０年３月２９日消防庁告示第６号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成３１年４月１８日消防庁告示第６号) 

１  この告示は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に

改める部分は、平成３１年７月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基

づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の 期

間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式別記様式第１から第３までに

規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成３１年９月３０日までの間は、なお

従前の例によることができる。 

附 則 (令和２年１２月２５日消防庁告示第１９号) 

この告示は、公布の日から施行する。 



消防庁告示第２４号

　

平 成 ２ ２年１２月２４日

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正
する件

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、 点検の方法並びに点検の
結果についての報告書の様式を定める件（平成１６年消防庁告示第９号）第２第１号及び第２号並びに第４の規定に基づき、 消防用設備等の点検の基
準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件（昭和５０年消防庁告示第１４号）の一部を次のように改正する。

　

別表第１（４）中 「消火器のうち」 を 「消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。 以下同じ。）のうち、」 に、 「、 設置後１年」
を 「設置後１年、 蓄圧式の消火器にあっては製造年から５年」 に、 「、 又は消火器の外形の点検において安全栓、 安全栓の封の」 を 「又は消火器
の外形の点検において安全栓、 安全栓の封若しくは」 に、 「３年を経過したもののうち、 蓄圧式の消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消
火器を除く。）及び加圧式の粉末消火器」 を 「消火器の外形の点検において安全栓、 安全栓の封又は緊結部等に異常が認められなかったもののう
ち、 製造年から３年を経過した加圧式の粉末消火器及び５年を経過した蓄圧式の消火器」 に改め、

同表（４）ソ中 「二酸化炭素消火器、 ハロゲン化物消火器及び」 を削り、
同表中（５）を（６）とし、
（４）の次に次のように加える。

（５） 消火器の耐圧性能
消火器のうち、 製造年からｌｏ年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施するこ

と。 ただし、 この点検を実施してから３年を経過していないものを除く。
ア

　

本体容器
所定の水圧をかけた場合において、 変形、 損傷又は漏水等がないこと。

イ

　

キヤツ プ

所定の水圧をかけた場合において、 変形、損傷又は漏水等がないこと。

別記様式第１（その２）を次のように改める。

別記様式第Ｉ Ｃそ の２）

附則
１ この告示は、 平成２３年４月１日から施行する。
２ 前項の規定にかかわらず、 平成２６年３月３１日までの間は、 この告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報
告書に添付する点検票の様式を定める件別表第１に定める消火器のうち、 製造年からｌｏ年を経過したもの（消火器の外形の点検において本体
容器に腐食等が認められたものを除く。）にあっては、 抜取り方式により実施することができるものとして、 この規定を適用する。

別紙０９



消火器具 （その２）

消

　

火

器

の

内

部

等

・

機

能

・
内
筒
等

本
体
容
器

本

　

体 容 器

内

　

筒 等

液 面 表 示

消薬
火剤

性 状

消 火 薬 剤 量

加 圧 用 ガ ス 容 器

カ ッ タ ー ・ 押 し金 具

ホ ー ス

開閉式ノズル・切替式ノズル

指 示 圧 力 計

使用済みの表示装置

圧 力 調 整 器

安 全 弁 ・ 減 圧

　

孔
（排圧栓を含む。）

粉 上 り 防 止 用 封 板

ノミ

　

キ ンツ

サイホン管・ガス導入管

ろ 過 網

放 射 能 力

消 火 器 の 耐 圧 性 能

簡火
易用
消具

外 形 ／／／／／／
水 量 等 ／／／／／／

備

　

考

測
定
機
器

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名

別記様式第１

器 種 名 設 置 数 点 検 数 合 格 数 要 修 理 数 廃 棄 数

備考 １ この用紙の大きさは、 日本工業規格Ａ４とすること。

２ 消火器の種別欄は、 該当するものについて記入すること。 Ａは粉末消火器、 Ｂは泡消火器、 Ｃは強化液

消火器、 Ｄは二酸化炭素消火器、 Ｅはハロゲン化物消火器、 Ｆは水消火器をいう。

３ 判定欄は、 正常の場合は○Ｅ＝、 不良の場合は不良個数を記入し、 不良内容欄にその内容を記入すること。

４ 選択肢のある欄は、 該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、 点検の際措置した内容を記入すること。

－ ３ －



●

　

警報設備
危政令

　

２１

指定数量の倍数が１０以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるとこ

ろにより、 火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置し

なければならない。

規則・関連政令等

○則

　

３６の２（警報設備を設置しなければならない製造所等）

製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
０則 ３７（製造所等の警報設備）

１ 自動火災報知設備 ２ 消防機関に報知ができる電話

３

　

非 常ベ ル装 置 ４ 拡声装 置 ５ 警 鐘

○則 ３８‐１（警報設備の設置の基準）

１ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを１００ ℃未満の温度で取り扱うもの

にあっては延べ面積が５００ ボ以上のもの、その他のものにあっては指定数量の倍数が１００

以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が５００ 語以上のもの又は一般取扱所の用に供する

部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所（当該建築物の一般取扱所の用に供す

る部分以外の部分と開ロ部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。） に

は、 自動火災報知設備を設けること。
２ 前号に掲げるもの以外の製造所等 （移送取扱所を除く。） で、 指定数量の倍数が１０以上

のものにあっては、 前条第２号から第５号までに掲げる警報設備のうち１種類以上設ける

こと。

０則 ３８‐２（自動火災報知設備の設置の基準）

１ 自動火災報知設備の警戒区域 （火災の発生した区域を他の区域と区分して識別するこ

とができる最小単位の区域をいう。 以下この号及び次号において同じ。） は、建築物その

他の工作物の２以上の階にわたらないものとすること。 ただし、 １の警戒区域の面積が

５００ ｍ以下であり、 かつ、 当該警戒区域が２の階にわたる場合又は階段、 傾斜路、 エレ

ベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
２ １の警戒区域の面積は、６００ 語以下と し、 その１辺の長さは、５０ｍ （光電式分離型感

知器を設置する場合にあっては、ｌｏｏ ｍ） 以下とすること。 ただし、 当該建築物その他

の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、 その面積

を１，０００
語以下とすることができる。

３ 自動火災報知設備の感知器は、 屋根 （上階のある場合にあっては、 上階の床） 又は壁

の屋内に面する部分 （天井のある場合にあっては、 天井又は壁の屋内に面する部分及び

天井裏の部分） に、 有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
４ 自動火災報知設備には、 非常電源を附置すること。
０ 則 ３８‐３

自動信号装置を備えた第２種又は第３種の消火設備は、 第１項の基準を適用するにあた

っては、 自動火災報知設備とみなす。
通達・質疑・行政指導等

「製造所又は一般取扱所における自動火災報知設備の設置について」 別添資料７参照

３０

別紙１０


